
高　槻　市　長

― ―

― ―

□　個人番号照合/情報照会　了承済
□　本人確認 　

番号確認：    □  請求者　     □  配偶者

提出年月日 ※受付確認年月日

令和　　　・　　　・　　　 

請
求
者

（フリガナ）

氏名 □　上記と同じ

※1～5月分は前年1月1日時点の、6～12月分は本年1月1日時点の住所を記入

1月1日
の住所

児童手当・特例給付　 認定請求書

職業

　ア．会社員（被用者）

　イ．自営業

　ウ．パート等

　エ．無職

　オ．公務員（勤務先↓）
（　　　　　     　　    ）

現住所

高槻市

現住所

名  称 支 店 名 支店番号

個人番号 電話 ＜携帯＞
＜自宅＞

配
偶
者

（フリガナ）

職業

　ア．会社員（被用者）

　イ．自営業

　ウ．パート等

　エ．無職

　オ．公務員（勤務先↓）
（　　　　　     　　    ）

□　請求者と同じ

氏名

口　座　番　号 請求者名義（カナ記入）

1月1日
の住所

児童手当又は特例給付の支給要件の該当審査をするため、高槻市が必要な税情報
や住民情報の公簿等の確認を行うことに同意します。

生年月日　　　S・H          　　　・　　 ・

□　請求者と同じ

※1～5月分は前年1月1日時点の、6～12月分は本年1月1日時点の住所を記入

支
払
希
望
金
融
機
関

銀  　行
信用金庫

農  　協

有・無 個人番号 電話 ＜携帯＞
＜自宅＞

　
児
　
　
　
童

（

満
一
八
歳
に
達
し
た
最
初
の
三
月
三
一
日
ま
で
）

（ フ リ ガ ナ ）

氏 名
続柄 生 年 月 日

同居・別居
の別

監護
（監督・保護）

生計
関係

住所（別居の場合のみ）
海外留学
出国年月

※児童との
関係

※０～３
歳未満

※３歳～
小学校
修了前

※中学生

子
・

他（　 　）

H

R

同
・
別

有
・
無

同一
・

維持

・同居父母
・未成年後見人
・父母指定者

　・　　　　・
    ・　　

子
・

他（　 　）

H

R

同
・
別

有
・
無

同一
・

維持
　・　　　　・

・同居父母
・未成年後見人
・父母指定者    ・　　

子
・

他（　 　）

H

R

同
・
別

有
・
無

同一
・

維持
　・　　　　・

・同居父母
・未成年後見人
・父母指定者    ・　　

    ・　　

子
・

他（　 　）

H

R

同
・
別

有
・
無

同一
・

維持
　・　　　　・

・同居父母
・未成年後見人
・父母指定者

※手当月額

加入し
ている
年金の
区分

ア．厚生年金保険

イ．国民年金

ウ．その他 (　　　　　)

譲 渡 所 得 の 有 無 有 ・ 無 ※不足書類 ※申請理由

扶養親族等及び児童の数　　　　　　　人

・振込口座
・離婚協議証明
・他（　　　  　）

・出生
・転入
・受給者変更
・他
（　　　　　）

平成 平成　　  　　・ ・所得制限
限度額未満

・所得制限
限度額以上

※
医療

※
児扶手

※認定・却下年月日 ※支給開始年月 ※区分

・3歳未満

　　　 　　　 ,000円

・3歳～小学校修了前

　　　　 　　 ,000円

・中学生

　　　　　  　,000円

・特例給付

　　　　 　　 ,000円

※控除後の所得額 ※所得制限限度額

※

審

査

年 分
所 得 の 合 計 額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　控 　　　　　　除

雑 損 控 除 額

有
・

不備
・
無

有
・

案内
・
無

小 規 模 企 業 共 済 等
掛 金 控 除 額

所得の状況
　　　　年分所得額

円 円 円

８万円

記入例　（第１子の出生・転入の時）

円 円 円 円 円

医 療 費 控 除 額

児童手当又は特例給付の受給に関する資格認定請求及び、受給資格認定後の現況
届に関し高槻市が必要とする課税状況や住民情報等の関係公簿の確認を行うこと
に同意します。

生年月日　   S・H 　　   　・　 　・

受付確認 ※受付担当

障 害 者 控 除 額
障 人 ・ 特 障 人

寡 婦 ・ 寡 夫 ・ 勤 労 学
生 控 除 額

児童手当法施行令
第3条第1項による控除 ・計

　　　　 　　 ,000円

うち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数

人

父母のうち所得の高い方が児童手当の受給者となりま
すので、その方の氏名を請求者として記入してください

個人番号欄は、個人番号（マイナン
バー）通知カードなどをご覧になり正しく
ご記入ください。
個人番号の確認のため個人番号カード
等をご持参ください。(郵送の場合はコ
ピー添付）
個人番号の確認ができない場合は住基
ネット等により個人番号を照合させてい
ただきますのでご了承ください。

一般に公務員の方の児童手当は勤務先での請求になりますが、独
立行政法人等にお勤めの方や非常勤職員の方は住所地での請求
となります。高槻市から受給される公務員の方は、重複支給がない
ことを確認させていただくため、具体的な勤務先をご記入ください。
例） 国立○○大学 勤務 ○○市役所非常勤職員

配偶者の方が公務員の場合は、職場での児童手当
の請求の有無を確認させていただきます。具体的な
勤務先をご記入ください。
例）○○市職員××病院に出向中 ○○小学校教
員

支給対象は１５歳の最初の３月３１日（中
学生）までの児童ですが、１８歳の最初の３
月３１日までの児童数としてカウントされま
すので、対象外でもご記入ください。

請求者本人名義の口座をご記入ください。配
偶者や児童の口座に振り込む事はできません。
ゆうちょ銀行は振込用の口座を記入してくださ
い。
口座名義は通帳やキャッシュカードに記載され
ているカナ文字で正しくご記入ください。

「日々の面倒をみ
ている」ということ。
児童手当の受給
には監護関係が
必要です。

父母及び未成年後
見人の場合は「生
計同一」それ以外
の方は「生計維持」
となります。

別居されている場合は
併せて別居監護申立
書の提出が必要です。

所得の状況については、高槻市で
課税のある方は課税情報から、転
入等の方はマイナンバーにより確
認いたしますので記入は必要ありま
せん。

児童手当認定請求時に必要なもの
１.請求者の振込口座がわかるもの

２.請求者と配偶者の個人番号（マイナンバー）カードなどの個人番号がわかるもの

３.窓口でお手続きされる方の本人確認書類（個人番号カード、免許証など）

＊郵送で手続きされる場合は上記書類については、コピーの添付で可

４．代理の方が手続きをされる場合は、委任状（請求者が記載した認定請求書を代理の

方が持参される場合は不要）

※上記書類が揃えられない場合は、子ども育成課にご相談ください。

※出生や転出予定日の翌日から１５日以内のご請求をお願いします。１５日を経過した

日が月をまたいでいる場合は、支給開始月が遅れますのでご注意ください。


